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東京湾研究会では，「江戸前の復活！東京湾の再生をめざして」をスローガンとし，平成 25 年

度で切り替わる次期東京湾再生行動計画に対して，水産の視点からみた提言を作成した。この提

言の中では，魚種ごとに資源低迷要因について整理し，多くの魚種で資源回復のための方策とし

て，干潟・浅場の機能の再生，底質の改善が重要であることを指摘した。そこで今回のシンポジ

ウムでは，次のアクションに踏み出すために，東京湾の底質環境と水産資源の現状と干潟・浅場

再生に関する最新の取り組みについて理解を深め，具体的な再生の方向性について議論すること

を目的として開催した。 

シンポジウムでは，まず基調講演として，港湾空港技術研究所の中村由行研究主監（当時）か

ら「これからの東京湾再生の方向性とそれを支える科学技術」と題し，他の内湾も含めたこれま

での環境政策と今後の考え方についてご講演をいただいた。続いて，同じく基調講演として，国

土技術政策総合研究所の岡田知也室長から，東京湾の環境を見るうえでもっとも重要なトピック

の一つである底泥についてその質や分布の現状と最先端の計測技術，今後の活用法についてご講

演をいただいた。これらの基調講演に続き，話題提供として，千葉県水産総合研究センターの大

畑聡上席研究員に東京湾における貧酸素水塊の状況および底泥性状の変化について，東京都島し

ょ農林水産総合センターの小泉正行主任から東京湾奥の浅場に着底した二枚貝や甲殻類の生息状

況について現状のご紹介をいただいた。また，増養殖研究所の張成年グループ長からは「東京湾

のアサリを増やすには」と題し，アサリの母貝場として必要な環境条件について全国での調査事

例をもとに話題提供をいただき，最後に神奈川県水産技術センターの秋元清治主任研究員から横

浜市海の公園でのマクロベントスによる水質浄化機能に関する研究事例をご紹介いただいた。 

以上を受けて総合討論が行われた。内容の詳細については，巻末の議事録に譲るが，活発な議

論が行われ，提言を踏まえた具体的なアクションを踏み出すために大変有意義なシンポジウムと

なった。最後に，講演を快く引き受けたいただいた講演者の方々ならびに会場のお世話をいただ

いた千葉県水産総合研究センターをはじめ関係者・参加者の方々に厚く御礼申し上げる。 
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１．はじめに 

水質総量規制は，閉鎖性海域の水質汚濁を防

止するための制度であり，1978 年に導入され

た。対象となる水域は，東京湾，伊勢湾及び瀬

戸内海であり，それらの水域へ汚濁負荷のある

集水域を指定地域として，汚濁の原因となる項

目に対して，流入の総量を規制しようとするも

のである。当初，具体的な指定項目として化学

的酸素要求量（COD）が定められていたが，

水域内部での一次生産を抑制する必要がある

ことから，2004 年度を目標年度とする第５次

総量規制から，窒素及びリンが指定項目に追加

された。 

2004 年度までの水質汚濁に関する環境基準

の達成状況や総量規制の効果，水質汚濁の機構

などが議論された結果，2005 年５月，「第６次

水質総量規制のあり方について」という環境省

中央環境審議会の答申がなされた（中央環境審

議会，2005）。答申の中では，「東京湾，伊勢

湾及び大阪湾においては，環境基準達成率が低

く，しかも大規模な貧酸素水塊が発生している

ので，さらに水質改善を進める必要があると考

えられる」とされた。一方で，「瀬戸内海（大

阪湾を除く。）の水質は他の指定水域に比較し

て良好な状態であり，環境基準をほぼ達成した

窒素及びリンに関しては，現在の水質を維持す

ることが適当である」と述べられている。瀬戸

内海では，関係府県が定める指定物質削減方針

によって，1980 年度から他の水域に先駆けて

リンの削減の取り組みが行われてきたが，ここ

にきて富栄養化対策に一定の区切りがなされ

たことになる。 

 汚濁が未だ深刻であるとされた，東京湾，伊

勢湾，大阪湾では，湾域毎に再生に関する取り

組みが始まっている。まず，東京湾では関連す

る国や周辺自治体が一体となって「東京湾再生

推進会議」が発足し，東京湾再生の目標とその

ための施策について，2003 年に「東京湾再生

のための行動計画」が策定された（東京湾再生

推進会議）。再生目標として，「快適に水遊びが

でき，多くの生物が生息する，親しみやすく美

しい『海』を取り戻し，首都圏にふさわしい『東

京湾』を創出する。」と謳われている。その目

標を達成するための施策が議論され，計画期間

である 2003 年度から 10 年間での目標の評価

及び見直しがおこなわれる予定である。 

 同様な取り組みは，大阪湾でもなされており，

大阪湾再生推進会議が，2004 年に大阪湾再生

の目標を「森・川・海のネットワークを通じて，

美しく親しみやすい豊かな『魚庭（なにわ）の

海』を回復し，京阪神都市圏として市民が誇り

うる『大阪湾』を創出する。」と定めている（国

土交通省近畿地方整備局ほか，2005）。伊勢湾，

広島湾にも再生のための試みが広がっている。 
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 ここで注目したい点は，様々な関係機関の合

意目標である再生の目標に，美しい海という表

現とともに，「多くの生物が生息する」（東京湾），

「豊かな『魚庭（なにわ）の海』（大阪湾）と

いう表現が見られることである。伊勢湾や広島

湾においても，同様な表現を入れた目標策定に

向けての努力が現在なされているようであり，

「美しさ」とともに，「豊かさ」が共通目標と

しての比重を増していると考えられる。 

 以上のような状況を考慮すれば，人々が求め

るこれからの海のあり方の目標像が，「美しい

海」あるいは「きれいな海」から，「豊かな海」

へと転換しつつある時期にきているといえそ

うである。目標をかなえるための沿岸域管理に

ついても，単なる COD 目標を柱とした水質管

理から，生態系管理へシフトする必要があるの

ではないだろうか。さらには，水質管理を行う

にしても何のための水質管理かが常に問われ

る時代になったと言えるのではないだろうか。 

 このような流れを受け，総量規制の意義や今

後の規制の在り方について見直しの議論が始

まっている。環境省も，第６次総量規制答申後

に，有識者による「今後の閉鎖性海域対策を検

討する上での論点整理」（今後の閉鎖性海域対

策に関する懇談会，2007）を行い，従来の水

質指標の見直しと共に，状態指標として新たに

底層の溶存酸素濃度 DO と透明度を追加する

方向で議論がなされており，単なる水質から，

より直接的に生物の生息状況を反映できる指

標へと転換が模索されている。 

 本稿では，何故このような見直しが必要なの

か，またそれに応じて水質改善や生態系の修復

に向けた調査及び改善技術は今後どうあるべ

きか，について私見をまじえてとりまとめたも

のである。 

 

２．水質基準や総量規制の意義 

 東京湾に限らず，集水域からの負荷は内湾の

水質を規定する大きな要因である。総量規制な

どの対策が始まる以前，流域からの負荷の信頼

すべきデータはないが，それを反映している河

川水質の記録は残っている。例えば，隅田川は，

戦後まもなく「どぶ川」化し，悪臭を放ってい

たことはよく知られる。隅田川の汚濁は 1940

年でも千住大橋で生物化学的酸素要求量 BOD

が 10 mg/L という記録があり（Okada et al., 

2000），戦前にもかなりの汚濁があったことが

わかるが，汚濁は戦後の経済成長によって，さ

らに急速に進行した。例えば，三河島地区では

1950 年度に BOD が約 10 mg/L，以後急速に

増加し，最も汚濁が深刻であった 1964 年度で

は 63 mg/L という非常に高い値であった

（Okada et al., 2000）。この間 1961 年には，

名物の早稲田慶応レガッタがあまりの水質悪

化のために中止されるという事態が起きてい

る。64 年以後は，工場排水の規制や下水道の

整備などの対策が進められ，1970 年代後半に

は，BOD の環境基準（10 mg/L 以下）がほぼ

達成されるようになっている。同様の傾向は，

東京湾に注ぐ他の主要河川，すなわち荒川・中

川・江戸川・多摩川・鶴見川でもみられる

（Okada et al., 2000）。このようなことから，

東京湾に流入する汚濁の質としては，BOD や

COD などの有機汚濁で見る限り，1960 年代か

ら 70 年代初頭が最も悪化していたと思われる。 

現行の環境基準の設定は，1967 年に定めら

れた公害対策基本法，1970 年の「水質汚濁防

止法」が契機となっており，特に後者によって

事業場等からの排水に対してCODを対象項目

とした濃度規制が開始された。当時は，過度な

有機性排水による公害が大きな社会問題とな

っており，水質汚濁の程度は極めて著しいもの

があった。 

COD を中心とした水質基準の体系もそれな

りに生態系への影響を考慮して設定されてい

たといえる。COD は酸素消費量の単位である

から，例えば 3 mg/L の COD 値を持つ海水は

それだけの量の酸素を消費するポテンシャル
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を持つ。夏季の海水の酸素濃度飽和量は約 7 

mg/L であるので，酸素で飽和した海水であっ

ても，7 – 3 = 4 mg/L 程度まで酸素濃度が低下

する可能性がある。その濃度はほとんどの生物

にとっては生存可能な濃度であり，例えば水産

用水基準では，夏季に漁場において最低限満た

すべき濃度として 4.3 mg/L と定めている。こ

のことから考えると，B 類型の海域での COD

値が 3 mg/L 以下であるのは，この目標海域で

はたいていの水生生物の生存を可能とする濃

度レベルといえる。さらに DO 濃度が低下して

恒常的に 2 mg/L 以下になると，ほとんどの底

生生物の生息がおぼつかない事実上酸欠の海

域となる。先ほどと同じ換算をすると，対応す

る COD は 5 mg/L 以上ということになる。東

京湾の COD と貧酸素水塊の分布を比べると，

夏季に表層の COD が 5 mg/L を超える領域は

川崎と木更津を結ぶアクアライン以北の湾奥

部，および川崎から横浜沖に至る沿岸部海域に

対応しており，これらの海域は，底層 DO 濃度

が 2 ないし 3 mg/L 以下となる貧酸素海域にほ

ぼ一致していることは興味深い。 

1970 年の「水質汚濁防止法」制定当時以降

現在に至るまで，基準設定時点での議論はとも

かく，ひたすら「水質」基準という目標値の達

成に向けて，総量規制などの様々な対策がとら

れてきた。そうする意義は，もちろんかつては

十分にあったといえる。なぜなら，水質改善に

よって生態系の劣化も同時に改善され，生物の

生息にも有利になると期待されたからである。

すなわち，水質項目改善の方向性と生態系の修

復の方向性についての人々の利害やねらいが

ほぼ一致していたため，水質汚濁指標の削減に

向けてともに手を携えて努力をすれば良かっ

たからである。 

しかしながら，以下に述べる理由により，現

在では水質改善の対策，特に栄養塩負荷の削減

と生物資源量の確保・増大と言う目標が乖離し

始めてきている時代にある。 

 

３．水質規制の現状の問題点 

水質総量規制の効果として，三大湾の水質，

特に表層の COD や全窒素・全リンなどは確実

に改善傾向にある。図１は，総量規制対象とな

っている各内湾における，５ヶ年毎に目標が定

められてきた総量規制の段階毎に，COD 発生

負荷量と平均水質（表層の COD 観測値）の関

係を整理したものである（中央環境審議会，

2005）。負荷量の減少に応じて，相対的には水

質が改善傾向にある。特に負荷量の大きな東京

湾や大阪湾での削減効果が著しい。水平面的に

見ると，同じ東京湾でも汚濁の進んだ湾奥部ほ

ど水質の改善傾向は顕著である。反面，瀬戸内

海では図を見る限りほとんど効果が現れてい

ない。近年見られる内湾の水質改善の傾向は，

必ずしも生態系劣化の解消にはつながってい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 各内湾における COD 発生負荷量と表層水 COD 観測値の関係の変遷（中央環境審議会，

2005）
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ないようである。そのためもあって，総量規制

の有効性や在り方を巡っては，規制を主に受け

る産業界，さらには海域の利用者としての水産

関係者からも疑問の声が上がり始めている。か

つては，悪化した水質や生態系の改善に向けて，

水質基準を達成する方向性が合意されており，

その時点では負荷量の削減こそが最重要課題

であった。そのことの理由・意義は，上述した

ように当時は充分にあったが，現在では相対的

に意味合いが変化している。さらに，削減単位

量あたりに必要なコストも増大しているため，

対策のコストパフォーマンスも低下している

困難な時代が始まっていると言える。以下，水

質項目別に問題点を簡単に述べたい。 

 まず，COD の変質の問題がある。1970 年前

後からみれば，東京湾での COD や全窒素・全

リンの濃度レベルはかなり改善しており，また

負荷量を容易に削減できるところは少ない状

態にある。同じ負荷量（例えば一日何トンかの

COD）を減らすとしても，それにかかるコス

トが以前とは比べものにならないくらい高価

になっている。また，質的には，例えば規制開

始時点での COD3 mg/L と，現在の 3 mg/L で

は，生態系に与える影響の意味が違ってきてい

る。陸域からの有機物負荷は，かつてはすぐに

酸素を消費する汚濁物質が主体であった。とこ

ろが，様々な処理を経て海域に流入する現在で

は，相対的に難分解性有機物（COD）の寄与

率が増加しており，例えば同じ COD 値であっ

ても貧酸素化にはつながりにくい。 

 標準的に使われているCODは過マンガン酸

カリウムによる酸素消費量であり，有機物の分

解性が中途半端であることなどから，精密な物

質収支（炭素や酸素収支）の議論には不向きで

あり，研究者の間ではどちらかと言えば評判が

悪い指標である（上述した貧酸素化との関連は

あくまで概念的なものである）。特に，経年的

に海水中の有機物の質が変化しているとすれ

ば，COD 値にも影響を与えているはずであり，

長い年月にわたる COD 値の経年変化や，基準

達成率の変化を議論する際には注意が必要で

ある。 

 次に，栄養塩（窒素，リン）の沿岸生態系で

の重要性の問題がある。生物生存のためには窒

素やリンは必須な元素であり，人為的に合成さ

れた有害化学物質の取扱いとは異なることに

注意が必要である。すなわち，海域への適度な

流入は生物生産のためには有効であるが，過度

な流入負荷はむしろマイナスとなる（同じこと

は有機物でも言え，適度であればむしろ生物生

産には有効である）。 

水質基準が設定された当時は，まさに海域へ

過度な有機物や栄養塩類の負荷があり，赤潮の

頻発に見られるような表層での極端な内部生

産（COD の海域での増加）の増大や，底層で

の大きな酸素消費と貧酸素化・無酸素化につな

がっていた。つまり，人にたとえれば，特に栄

養塩についてはいわばダイエットが必要な状

態にあったといえる。しかしながら，これから

もダイエットを継続する必要があるのだろう

か。 

 特に水産をめぐる栄養塩管理の要請につい

ては，厳しい声が上がるようになっている。沿

岸の水産については，特に戦後の沿岸部の開発

によって次第に漁労海域が狭められ，漁獲対象

種も変化してきたといえる。例えば，全体傾向

としてのりの養殖へのシフトが見られるが，こ

れは高い栄養塩負荷を前提として沿岸漁業が

適応してきた結果とも言える。しかしながら，

近年，栄養塩負荷が削減され，海域での栄養塩

濃度が低下傾向になると，のりの養殖に必要な

栄養レベルが限界に近づき，気象条件等によっ

ては植物プランクトンと競合して不足してし

まうという現象も顕在化しはじめている。今後

は，ふさわしい沿岸漁業とは何かを問いながら，

陸域からの栄養塩負荷が生物生産にうまくつ

ながる様な工夫をする，栄養塩管理を行うべき

時代に入っているといえる。 
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このように，栄養塩類は生物生産には必要で

ある。これからは，栄養塩の一方的な削減では

なく，生物生産への持続可能な利用に向けた管

理が必要な時代である。例えば，海域で窒素や

リンの削減のみを一方的に行うための技術で

はなく，それが必要としても何のための技術か，

それが生物生産にどのように役立てられるか

が常に問われる時代になりつつある。 

 

４．水質や生態系の改善を妨げるいくつかの理

由 

 かつての海域での水質や生態系劣化が，陸域

からの様々な負荷の増大によるものであると

すれば，負荷を削減すれば以前のような水質や

生態系が回復すると楽観できるであろうか。 

 まず，全ての水質項目が改善傾向にあるわけ

ではないことに注意が必要である。沿岸海域の

水質，特に表層水の COD や全窒素・全リンは

次第に改善傾向にあるが，東京湾を例にとると，

生物生息に強く影響する貧酸素水塊（夏季の底

層 DO 濃度が低い海域）の規模や発達時期など

は，あまり改善が見られていない。底質の有機

汚濁の傾向もほぼ同様である。今後採用すべき

水質基準項目として，底生生物の生息に直接影

響を与える底層 DO が有力な候補になってい

るのも，このような背景がある。貧酸素水塊の

発達の程度や底質の傾向が，最近の表層水質の

改善傾向に一致しない点については，今のとこ

ろ現象を合理的に説明できておらず，パラドッ

クスとなっている。 

 生態系の劣化については，少なくとも東京湾

で顕著な改善傾向は見られていない。その最大

の理由としてあげられているのは，埋め立て等

による沿岸地形や海底地形の改変に伴なって，

生物生息場（底生生態系）が喪失したことであ

る。すなわち，最近では水質は各種の規制の効

果を反映して改善傾向にあるが，かつて拡がっ

ていた干潟や浅場など，生物（特に底生系）の

生息場は単調に減少してしまっている。埋め立

て等による干潟・藻場や浅場の喪失とともに，

埋立用材として海底の土砂が採取された結果，

海域に海底窪地が残存してることや，航路・泊

地の建設による海底地形の改変，などの影響も

懸念される。さらに，沿岸地形を保全してきた

陸からの土砂供給も減少している可能性があ

る。 

このように，生態系の回復が進まない主要な

理由は，海岸線の周辺や海底において，大規模

で人為的な地形の変化が生じていること，すな

わち浄化作用や円滑な物質循環作用の面で効

果があったと推定される干潟・浅場や藻場の多

くが喪失し，また海底には大小の掘削跡地や窪

地が存在していることである。こちらの地形的

な要因は，放置していてもかつての状態には決

して戻らない。前述のダイエットの例えでいえ

ば，現在では，ダイエットが進んだはずである

が体調の回復には必ずしもつながっていない。

なぜならば，むしろ体の代謝機能に対応する，

海域内部での栄養塩の物質循環機能が損なわ

れている状態にあり，特にそれを担う浅場での

底生系の回復が必要な状態であると考えられ

る。 

さらに，生態系の応答には時間がかかること，

しかも集水域からの負荷量が増加し富栄養化

が進行する時期の水質や生態系の応答と，逆に

負荷を削減して行く段階での応答とは，同一の

曲線をたどらずにヒステリシスを描いて変化

することも，特に今後対策効果の予測を行う際

には重要な視点となる(Scheffer et al., 2001)。 

 

５．今後の沿岸海域の改善目標：豊かさにつな

がる目標設定へ 

以上のように考えれば，まずはそれぞれの内

湾毎に，総量規制の目標をある段階に定め，そ

の目標に近づける努力をする段階が必要であ

り，次の段階として，干潟・浅場や藻場をでき

るだけ再生あるいは復活させるとともに，海底

の地形については可能なところから原地形に
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図２ 干潟・浅海域の修復が「豊かな海」再生へと繋がる“環境改善スパイラル”と，干潟・

浅海域の消失による“環境悪化スパイラル”の例（相馬ほか，2008） 

 

復元させることが必要になるであろう。歴史的

に見て，負荷量削減の役割は次第に終わりつつ

あり，後者，すなわち生物生息場につながる海

域の修復の重要性が増しているといえる。 

このような議論に根拠を持たせるため，著者

らが行ってきた生態系モデルによる解析の結

果を紹介したい（相馬ほか，2008；Sohma et al., 

2008）。 

図２右図は，干潟・浅海域の修復が貧酸素化や

赤潮の軽減の過程を介して「豊かな海」再生へ

と繋がる一連の生態系連鎖“ 環境改善スパイ

ラル” の一例を示している。 一方，干潟・浅

海域の消失はこの逆向きのスパイラル“ 環境

悪化スパイラル” を駆動している可能性があ

る（ 図２左図）。これらを踏まえ，我々は，こ

れら一連の生態系連鎖とその行方を評価でき

るよう，干潟・浅海域生態系－湾央域生態系及

び底生生態系―浮遊生態系の時空間的連鎖と

各生態系内部の生物代謝を機構的（メカニクス

的）に表現した，「内湾複合生態系モデル」を

開発した（相馬ほか，2008；Sohma et al., 

2008）。 

「豊かな海」では，低次から魚類など高次の

生物にも栄養が行き渡るような物質循環の健

全さが備わっていると考えられる。様々な環境

施策に対してこのような物質循環の健全性が

得られるかどうかを評価するために，生物生息

や生産を妨げている指標として貧酸素水塊の

体積を，さらに生物生産を代表する指標として

「準高次生産」及び低次生産を考え，生態系の

応答を整理することにした。なお，本モデルで

は高次生産を示す魚類をモデル化していない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 複合生態系モデルによる東京湾の負荷

量と生物生産量の関係（Sohma et al., 

2008 を改変） 
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ので，「準高次生産」を底生生物の摂餌フラッ

クスの総和と定義し，高次生産を補う指標と考

えた。低次生産は植物・動物プランクトンの増

殖フラックスの総和で定義した。また，貧酸素

水塊体積については DO 濃度が 2 mgO2 /l 以

下となる水塊の体積とした。この上で，干潟・

浅海域の効果を外部からの負荷量削減効果と

比較するために，東京湾における干潟の埋め立

てが殆ど行われていない状態（ 干潟・浅海域

復元システム） と，現況地形での場合（ 現況

地形システム） それぞれについて，流入負荷 

を様々に変化させた場合の生態系の応答を比

較した。解析の結果，貧酸素水塊の体積で比較

すると，（ 現況の負荷量の下での） 干潟・浅

海域復元ケースは，（ 現況地形システムでの） 

負荷量を半減させた場合とほぼ同等の改善効

果を持つことが確認された。貧酸素水塊の発達

は水質劣化のよい指標と考えられることから，

二つの解析ケースが代表している施策（ 干

潟・浅場造成と負荷量削減） は共に水質改善

に有効であると考えられる。しかしながら，準

高次生産で比較すると両者の持つ効果はかな

り異なることが明らかになった。すなわち，干

潟・浅海域復元システムでは，準高次生産量は，

現在の負荷量の 2 倍まで，負荷の増加に応じ

て増加した。一方，現況地形システムでは流入

負荷に対する応答は緩慢であり，負荷量が現状

の 1.5 倍になるまで「準高次生産」量が緩や

かに増加したが，負荷が現状の 1.5 倍より大

きくなると減少に転じた。低次生産については，

干潟・浅海域復元システム，現況地形システム

ともに流入負荷の増加とともに生産量が増加

し，同じ負荷量での両システムの差も顕著では

なかった（図３参照）。 

このことは，湾域全体での物質循環や豊かさ

を実現するためには干潟・浅海域の底生系の役

割が極めて重要である事を示唆している。また，

干潟・浅海域が損なわれた系では，負荷量があ

る臨界値を超えて増大する範囲では，負荷量の

増加は低次生産には直結するものの，貧酸素水

塊の拡大等を介して高次の生物生産につなが

らないこと，逆に言えば，極めて負荷が大きな

（負荷量の臨界値を超過していた）時代には，

負荷量の削減が高次生産の回復につながりう

ることを示す。しかしながら，モデル解析によ

れば，現状の負荷量はその様な臨界の負荷量以

下であることから，今後さらに負荷量を削減す

ると，水質改善による高次生産の増加効果より

も，系全体の栄養不足による高次生産の減少効

果の方が大きく，生物生産の減少につながるこ

とを示している。 

以上のモデル解析の結果は，東京湾において

生物生産の「豊かな海」を再現するためには干

潟・浅海域を修復することが不可欠であり，単

に負荷量の削減を継続しても課題の解決には

なりにくいことを示している。 

 

６．今後の対策技術メニューの在り方 

 以上述べてきたように，今後の内湾での水質

や生態系回復に向けた対策メニューの在り方

としては，生物生息にどれだけ役立つか，生態

系の回復にどう寄与するのか，と言う視点や評

価が必要である。そのために，生物生息場とし

ての面積拡大，あるいは生物生息に直接影響す

る酸素環境や光環境を改善する技術が体系化

される必要がある。 

 豊かな海を実現するために必要な技術とは

何かについて，浚渫と覆砂を例に具体的に整理

してみたい。浚渫と覆砂は，いずれも，富栄養

化対策（底質汚濁対策）のメニューとして候補

に挙げられ，また実地にも適用されてきた対策

であるが，その効果は短期的で永続しない，な

どの批判も一方で受けてきた。しかしながら，

豊かさの実現に向けた効果を考えると，両者の

意義はかなり異なると思われる。 

覆砂は（ほとんどの）生物生息に有利な砂質

土を用いることから，直接に生物生息場作りに

寄与している。一方で，浚渫は汚濁物質の除去
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に主眼がおかれており，水質や底質改善の（短

期的な）目標達成のための施策である。浚渫に

よって粘土地盤がむき出しの状態となる現場

もあり，内部負荷削減や底泥による酸素消費削

減対策としてはそれなりに意味があっても，生

物生息場の拡大にはつながらないことが多い。

底生生物の増加が見られないとすると，生物作

用による浄化作用があまり期待できないため，

富栄養化した海域での効果（酸素消費速度の低

減，栄養塩類や COD 溶出速度の低減）の持続

性も覆砂に劣るとみてよい。対策コストが高価

であることを加味すれば，富栄養化対策として

の浚渫は原則として停止するべき時期にある。 

一方で覆砂の効果を見てみると，海域での実

証試験でも，覆砂域では１０年以上の長期にわ

たって効果が持続している例が多数報告され

ている（堀江ほか，1996；福岡市港湾局，2004）。

特に生物生息場作りには有効であり，今後も必

要な対策メニューとして残すべきである。モデ

ル解析の結果から，岸辺から比較的浅い部分ま

での海底地形の復元と，それをベースにした底

生系と水中の系（浮遊系）の相互作用の復活が

どれくらいできるかが，生態系復活の鍵になる

と考えられる。そのため，覆砂対策を施す海域

としては，貧酸素の影響が少なく，かつ光の透

過も期待できる浅い沿岸部での覆砂を優先す

べきである。これらの努力は相互補完的に機能

し合い，生態系回復のヒステリシスの幅を狭め，

応答時間を速やかにすることにも寄与すると

期待できる。 

 覆砂では，干潟等の生物生息場作りと共に，

場の造成に必要な砂質またはそれに替わる代

替材料の確保が重要である。将来的には陸から

の無理のない土砂供給を促す仕組みが必要と

なる。但し，このような流域土砂総合管理に基

づく土砂の十分な供給の回復には時間がかか

るものと思われる。さしあたって，短期的には，

浚渫土砂やリサイクル材料等，砂の代替材料の

開発が重要である。これらの候補となる材料の

安全性を確認しつつ，海域に利用する技術開発

が望まれる。 

 

７．今後の指標や評価の在り方 

 従来までは，水質基準の達成こそが内湾環境

管理の目標であり，干潟の造成などもそのため

の対策メニューの一つとして位置づけられ，干

潟の COD や窒素・リン浄化力を原単位で表現

する工夫などもなされてきた。確かに干潟や浅

場は生物活動を通した浄化力に優れ，その寄与

は大きいと考えられる。しかしながら，生物生

息場の確保や造成が効果を挙げるためには一

定の栄養の供給が前提であり，従来のやり方は

いささか主客転倒した議論をしてきた様に思

われる。今後の内湾環境管理の目標像としては，

多様で豊かな生物生産をあげるべきであり，そ

のための手段として干潟・浅場の修復を位置づ

けること，さらにはそれを通した底生系の回復

と浮遊系との物質循環の円滑さの復活を図る

ことは，本来の干潟・浅場の生物生息場として

の中心的な機能に主眼を置くものであり，より

合理的であるといえる。 

 今後，これらの岸辺に近い部分の対策努力が

報われるような指標化も必要となる。例えば，

湾域全体での施策効果を表す指標として例え

ば貧酸素水塊の面積や体積を選んだ場合には，

広範な，湾中央部の貧酸素化した海域が対象と

なるために，環境施策の効果が過小に評価され

る恐れがある。貧酸素水塊の形成がその時々の

気象や海象の影響に敏感であり，効果が抽出さ

れにくいと言う問題もある。生物生産としては，

沖合よりもむしろ浅い海域での酸素環境の変

化の方が重要であるため，そのような浅海域で

の酸素環境改善効果を検討する方がより直接

的であり，合理的であるといえる。 

 生物生息の程度を間接的に表現する指標と

して，まず生物生息が可能な場所としての浅場

の面積が考えられる。定量的な議論が可能なよ

うに浅場を定義する一つの方法としては，例え
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ば光環境の尺度としての透明度を利用するこ

とが考えられる。透明度の約 2 倍の水深までの

浅海域は光合成による生産が呼吸による消費

を上回る水深とされており，その様な「浅場」

は高次の生物活動を保証する好適な酸素環境

が維持できる尺度である。このように浅場を定

義すれば，干潟・浅場の造成による直接的な浅

場の増加や，様々な環境施策の効果を，透明度

の増加を通した浅場の増加効果として表現す

ることが可能となる。現在，水質管理上有用な

水質項目として，底層 DO と並んで透明度が検

討されているが，以上のような尺度を用いれば，

測定された透明度の有効活用にもつながる。 

 本稿では，以上のように，沿岸海域の再生の

目標像やそのための指標について焦点を絞っ

て記述した。そのため，より具体的な個々の対

策要素技術については述べることは出来なか

った。要素技術に関心のある方は関連の文献を

参照頂きたい（中村，2006）。なお，本稿は著

者の過去の著作（中村，2009）をもとに，修

正を加えたものであることをお断りしておく。 
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１．はじめに

　紹介したい画像は，1970 年の千葉県浦安市沿

岸におけるハゼ釣りの様子である（図1）．そこ

では，多くの人々がハゼ釣りを楽しんでいる．

護岸には隙間が無い程，人が並んでおり，護岸

下の干出した所に降りて釣っている人もいる．

また，たくさんの釣り人を乗せた釣り船が，数

多く出ている．これだけ釣り人がいるというこ

とは，きっと多くのハゼがいたに違いない．し

かし，水は綺麗には見えない．干出部にはゴミ

が溜まっている．この時期はまだ総量規制が導

入される前であり，流入負荷量はピークに近い

（図2）．でも，ハゼはいた．なぜ？

　画像を見ると自然なようで，今の東京湾沿岸

では不自然な光景がある．それは，人が護岸下

の干出部に立っていることである．今だったら，

きっと足がもぐるに違いない．なぜなら，底泥

がヘドロだからである．すると，「この当時の底

泥は，ヘドロではなかったのではないか？」と

推測できる．

　図2に示した流入負荷等の情報に基づくと，

1940 年頃は流入負荷が底泥に蓄積することが無

い程度の適当な流入負荷であり，水質も底質も

健全で，多種の生物が適度に生息していたと推

測している（図3）．1970 年頃は，多量の流入負

荷により，海域はあたかも養殖場のようになっ

たいたのではと推測している．水質は富栄養状

態，底泥は健全な状態である．このような状態

では，この富栄養状態の水質に耐えられる少な

い種が大量に生息すると考えられる．画像でみ

たハゼ釣りの様子は，まさにこの状態だと考え

られる．

　しかし，このような状態は，持続性はない．

底泥はやがて悪化し，生物生息場としての状況

図 1　1970 年の千葉県浦安市沿岸のハゼ釣りの
様子．（NHK，クリエイティブ・ライブラ
リ ー；http://www.nhk.or.jp/creative/material/a2/
D0002080093_00000.html）．

図 2　東京湾に流入する負荷量の変遷
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